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１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過および成果

当連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）におけるわが国経済は、
米国の通商政策の影響が残るものの、雇用や所得環境の改善により、緩やかな回復基調で推
移しています。しかしながら、中東情勢の影響によるエネルギー価格の高騰や資材調達の遅
延リスク、金融資本市場の変動等の影響に注意する必要があり、依然として不透明な状況が
続くことが見込まれます。
当社グループが属する不動産業界におきましては、2025年度の首都圏マンションの供給

戸数は前年度に対し2.6％減の２万1,659戸と４年連続の減少となりました。販売平均価格
は15.3％上昇し9,383万円、平米単価は15.4％上昇し141.9万円と、平均価格は5年連続、
平米単価は14年連続で上昇し、過去最高値を更新するという状況となりました(「首都圏マ
ンション市場動向2025年度」、㈱不動産経済研究所調べ)。
新築分譲マンション価格の高騰を背景に、賃貸マンションの家賃相場は上昇傾向にあるも

のの、入居需要は旺盛であることから、安定した収益が見込める東京の居住用賃貸不動産へ
の投資需要は引き続き高水準で推移していると捉えております。
このような状況の中、当社グループは城南３区を中心に、物件規模の大型化に取り組み、

新築一棟マンション「ＧranＤuo」シリーズ及び高級賃貸レジデンス「THE GRANDUO」
シリーズの開発を推進し、商品力の強化に積極的に取り組みました。
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高32,916,875千円（前期比10.０％増）、営業

利益5,632,372千円（前期比24.6％増）、経常利益5,165,494千円（前期比25.8％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益3,586,127千円（前期比29.5％増）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。
① 不動産投資支援事業
不動産投資支援事業につきましては、不動産商品22件、建築商品４件等を販売いたしま

した。売上高は31,993,808千円（前期比10.１％増）、セグメント利益は5,433,299千円
（前期比25.0％増）となりました。
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② 不動産マネジメント事業
不動産マネジメント事業につきましては、売上高は923,067千円（前期比6.1％増）、セ

グメント利益は199,073千円（前期比16.4％増）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資等の総額は264,552千円であります。

主な設備投資の内容は、本社移転に伴う新オフィスの内装工事等235,196千円であります。
設備投資のセグメント別内訳は、事業セグメントに資産を配分していないため、記載してお
りません。重要な設備の除却、売却等はありません。

（3）資金調達の状況
新築一棟マンションの用地仕入資金として物件ごとに必要に応じて各金融機関より資金調

達をしております。運転資金の機動的な調達を行うため、取引金融機関と総額34億３千万
円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

（4）対処すべき課題
① ＤＸ推進による優良な自社企画開発物件の安定供給体制の強化

自社企画開発物件である投資用新築一棟RCマンション「ＧranＤuo」シリーズ及び高級賃
貸レジデンス「THE GRANDUO」シリーズを安定的に供給する体制づくりは重要な課題で
す。人員の拡充・情報収集網の構築による用地仕入力及び設計開発力の強化を引き続き推進す
るとともに、課題解決のため、当社グループのビジネスモデルの基盤となるワンストップサー
ビスにおけるＤＸを推進し、安定供給体制の強化を図って参ります。用地仕入、顧客管理、業
務管理等のシステムを戦略的に統合し、必要なデータを社内はもちろん、取引先や業者と連
携・共有することで、より密な連携を図るとともに、迅速且つ適切な意思決定に繋げ、物件開
発のスピードを向上させて参ります。これらの取り組みにより、当社物件の商品価値を高め、
入居率を保持する物件の企画開発を推進してまいります。

② 自社企画開発物件の品質維持・向上
当社グループにおいて自社企画開発物件の品質は重要と捉えております。今後事業規模の拡

大により取扱物件数が増加しても品質を維持していくため、当社グループの特徴であるワンス
トップサービス体制の強化と優良な工事下請け業者の確保、優良な人材の確保及び教育研修の
充実を図っております。社内に設計・施工部隊から独立した品質管理部隊を設け品質の維持・
向上を図っております。また、優良な工事下請け業者の確保のため、安全協力会を設置し工事
下請け業者との協力体制の強化を図っております。
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③ ブランド力の強化及び知名度の向上
当社グループが供給する新築一棟RCマンション「ＧranＤuo」シリーズ及び高級レジデン

ス「THE GRANDUO」シリーズは城南３区を中心に展開しております。城南３区を中心とし
てブランド力を強化し、知名度を高めることにより新規顧客獲得と新規入居者獲得を行うこと
が、販路拡大につながるため、当社グループでは、費用対効果を見極めながら、広告宣伝活動
に取り組んでまいります。

④ 優秀な人材の確保及び教育研修の充実
当社グループの安定的な成長のためには、不動産の仕入、設計、施工、管理、販売及び入居

者募集といった専門的な知識及び経験を有する人材や一級建築施工管理技士、一級建築士等の
専門的な資格を有する優秀な人材を継続して確保、育成することが重要だと考えております。
入社後も定期的に教育研修の機会を与え、専門能力や知識の維持向上を図ってまいります。

⑤ 財務基盤の維持・充実
安定的かつ継続的に自社企画開発物件を提供していくためには、金融機関からの資金調達が

不可欠であり、金融機関との良好な取引関係を保つことが、安定した借入を継続的に行ってい
くため必要となります。常に様々な視点から当社グループのおかれている状況を分析し、定期
的に金融機関に業績説明を行い、良好な関係を維持することに努めて参ります。

⑥ コンプライアンス経営の強化
当社グループは、コンプライアンス経営の重要性を認識しており、当社グループの継続的な

成長や社会的信用の構築に不可欠であると認識しております。そのため、役員及び社員は、常
に倫理観を持って行動するよう、定期的にコンプライアンスに関する研修を行っております。
また内部監査部、監査等委員会、会計監査人との連携を強化することが監査機能の充実を図
り、コンプライアンス強化につながると考え、連携強化を図っております。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（5）財産および損益の状況の推移

区 分 2022年度
第22期

2023年度
第23期

2024年度
第24期

2025年度
(当連結会計年度)

第25期
売 上 高 − 千円 22,284,509 千円 29,915,894 千円 32,916,875 千円

親会社株主に帰属する当期純利益 − 千円 943,295 千円 2,769,383 千円 3,586,127 千円

１株当たり当期純利益 − 円 31.86 円 93.47 円 120.99 円

総 資 産 − 千円 26,609,442 千円 30,036,340 千円 34,587,191 千円

純 資 産 − 千円 7,431,701 千円 9,765,296 千円 12,387,378 千円

（注）１．第23期より連結計算書類を作成しておりますので、第22期の各数値は記載しておりません。
２．2025年10月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第23期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり当期純利益」を算定しております。

（6）重要な親会社および子会社の状況
①親会社との関係
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
会 社 名 資本金又は

出資金 出資比率 主要な事業内容

株式会社岩本組 20,000 千円 100 % 建築工事の施工及び設計

（7）主要な事業内容

事 業 主 要 製 品

不動産投資支援事業 新築一棟マンションの販売/請負工事/設計

不動産マネジメント事業 管理運営（入居者募集/入金管理/メンテナンス他）

2026年05月26日 15時57分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



（8）主要な営業所および工場

名 称 所 在 地

当社本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷

子会社本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

239名 １名増 40歳２ヶ月 ６年11ヶ月

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株式会社りそな銀行 2,177,212 千円

株式会社静岡銀行 1,891,375

株式会社千葉銀行 1,697,084
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数

96,000,000株
(注)2025年10月１日付にて実施した株式分割(１株を３株に分割)に伴い、発行可能株式総数は、96,000,000株となります。

（2）発行済株式の総数
29,880,000株 （自己株式237,693株を含む）

(注)2025年10月１日付にて実施した株式分割(１株を３株に分割)に伴い、発行済株式の総数は、29,880,000株となります。

（3）株主数
9,777名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社８８ 12,000,000 株 40.48 ％

蜂 谷 二 郎 911,025 3.07

小 泉 和 弘 600,000 2.02

山 元 孝 行 498,333 1.68

吉 田 俊 雄 452,805 1.53

石 丸 洋 介 373,233 1.26

高 瀬 宏 江 360,600 1.22

樋 口 匠 317,691 1.07

谷 口 華 恵 251,100 0.85

大和証券株式会社 244,032 0.82
（注）持株比率は自己株式（237,693株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として交付された株式の状況
区 分 株 式 数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。） 14,265 株 ４ 名

(注)2025年10月１日付にて実施した株式分割(１株を３株に分割)後の株式数で記載しております。
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

（2026年３月31日現在）

氏 名 地 位 担当および重要な兼職の状況

蜂 谷 二 郎 代表取締役社長 株式会社岩本組代表取締役会長

山 元 孝 行 常務取締役 工事部門、設計部門、広報企画管掌
株式会社岩本組取締役

石 丸 洋 介 取締役
管理部門（経理、財務、総務人事、法務）管掌
上席執行役員（経理部、財務部担当）
株式会社岩本組取締役

奥 啓 二 取締役 不動産部門管掌
上席執行役員（不動産部担当）

草 原 裕 之 取締役（常勤監査等委員） 株式会社岩本組監査役

香 月 裕 爾 取締役（監査等委員） 小沢・秋山法律事務所
弁護士法人小沢・秋山法律事務所代表社員弁護士

石 橋 幸 生 取締役（監査等委員）

公認会計士・税理士事務所Ｉ＆Ｉパートナーズ代表
株式会社Ｉ＆Ｉパートナーズ代表取締役
株式会社ノーマーク取締役
ティエムファクトリ株式会社監査役
株式会社ＶＲＣ監査役
株式会社スマートラウンド戦略事業準備会社監査役
株式会社スマートラウンド監査役

（注）１．取締役 香月裕爾氏及び石橋幸生氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、草原裕之氏を常勤の監査等委

員に選定しております。
３．監査等委員 石橋幸生氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。
４．当社は、取締役 香月裕爾氏及び石橋幸生氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の

業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は経理部・財務部担当 石丸洋介、不動産部担当 奥啓二、不動産部担当 樋口匠、執行
役員は総務人事部・法務部担当 新井隆、建築一部・企画デザイン部・広報企画部担当 久野泰浩、建
築二部担当 遠藤弘久の総勢６名で構成されております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第

423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ
定める金額又は法令が定める金額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結する
ことができる旨を定款に定めております。なお当事業年度末日において、当該契約は監査等委員
である取締役 草原裕之氏、香月裕爾氏及び石橋幸生氏との間で締結しております。

（3）当事業年度に係る取締役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ａ 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」といいま
す。）を定めており、その概要は以下のとおりです。
ア 基本報酬は、代表取締役・役付取締役・その他の取締役の別、担当領域の規模・当社にお
ける重要性、当社の業績や経営状況、経済情勢を総合的に勘案して決定する。

イ 監査等委員でない取締役には、基本報酬のほか、業績連動報酬を支給する。
業績連動報酬は、前期連結営業利益の額に応じ、監査等委員でない取締役全員の業績連動

報酬総額を決定し、その範囲内で、各取締役の配分割合を決定する。
ウ 監査等委員でない取締役には、非金銭報酬として、譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給する。当該報酬は金銭債権とし、監査等委員でない取締役は、当該報酬の全部を現物出
資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける。

エ 監査等委員でない取締役については、代表取締役社長の報酬額を最上位とし、役位が下が
るにつれて、報酬額が逓減する。また、役位が上がるにつれて、基本報酬及び非金銭報酬の
割合を減らし、業績連動報酬の割合は増やす方針とする。
監査等委員である取締役については、客観的立場に基づき経営に対する監督及び助言を行

う役割を考慮し、基本報酬のみを支給する。
オ 基本報酬及び業績連動報酬のいずれも、支給額が決定された後、当該額を12分割した額
を１年間にわたり毎月支払う。非金銭報酬は、毎年６月に開催される定時株主総会終了後２
か月以内に支給する。

カ 取締役の個人別の報酬等の決定について取締役その他の第三者へ委任しない。
キ 取締役会で選定された３名以上の取締役で構成された指名報酬委員会（委員の過半数を社
外取締役とする。）が取締役会の諮問を受けて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等
の内容について審議し、取締役会に答申する。取締役会は、指名報酬委員会の審議の結果を
尊重して、監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。ま
た、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員会において決定す
る。

ク 取締役の適正な職務執行を担保するため、取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場
合の、当該取締役に対する報酬の支給制限あるいは返還について、指名報酬委員会で検討
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し、必要に応じて規程によって定める。
ｂ 決定方針は、取締役会の諮問を受けた指名報酬委員会において審議の上、答申した内容を
尊重して、取締役会が決定しております。

ｃ 監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が
原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本
的にその答申を尊重することとしており、決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員でない取締役の報酬等限度額は、2021年６月25日開催の第20回定時株主総会に

おいて年額２億円以内（使用人兼務取締役の使用人給与は含まない）とし、監査等委員である
取締役の報酬等限度額は年額４千万円以内と決議いただいております。また、譲渡制限付株式
の付与のために支給する報酬としての金銭債権の総額は年額５千万円以内と決議いただいてお
ります。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は３名、監査等委員であ
る取締役は４名です。

③取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

173,369
(−)

54,704
(−)

108,795
(−)

9,869
(−)

４
(−)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

25,200
(14,400)

25,200
(14,400) − − ３

(２)
（注）１．業績連動報酬は、前期連結営業利益の額をその指標としており、当事業年度における指標の実績は

4,519,032千円であります。業績連動報酬に係る指標に営業利益を用いた理由は、当社グループの事業によ
る利益に応じた報酬の分配を行うことにより、経営努力の成果を適切に報酬に反映させることができ、企業
価値の持続的な向上に対する動機づけになると考えたからです。

２．非金銭報酬として監査等委員でない取締役に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は①
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項に、その交付状況は２．会社の株式に関する事
項に記載のとおりです。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することに
なる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。保険料は
全額会社が負担しております。なお、当該保険契約の被保険者は当社取締役及び子会社役員とな
ります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者
が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象
とならないなど、一定の免責事由があります。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

区分 氏名 兼職先および兼職内容 兼職先と当社との関係

社外取締役（監査等委員） 香 月 裕 爾
小沢・秋山法律事務所
弁護士法人小沢・秋山法律事務所
代表社員弁護士

当社との特別な関係はあり
ません。

社外取締役（監査等委員） 石 橋 幸 生

公認会計士・税理士事務所
Ｉ＆Ｉパートナーズ代表
株式会社Ｉ＆Ｉパートナーズ
代表取締役
株式会社ノーマーク取締役
ティエムファクトリ株式会社
監査役
株式会社ＶＲＣ監査役
株式会社スマートラウンド戦略事
業準備会社監査役
株式会社スマートラウンド
監査役

当社との特別な関係はあり
ません。

② 主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

社外取締役（監査等委員） 香 月 裕 爾

当事業年度開催の取締役会15回、監査等委員会26回すべてに出
席しております。
主に弁護士としての経験によって培われた幅広い視点から適宜発
言を行い、経営に有益な情報を提供するなど、期待される役割を
果たしてきました。
また、取締役会及び指名報酬委員会の議長を務めております。

社外取締役（監査等委員） 石 橋 幸 生

当事業年度開催の取締役会15回、監査等委員会26回すべてに出
席しております。
主に公認会計士・税理士としての高度な専門的知識・経験によっ
て培われた幅広い視点から適宜発言を行い、業務執行に対する監
督を行うなど、期待される役割を果たしてきました。
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４．会計監査人の状況
（1）名称

東陽監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 42,000千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は日本公認会計士協会が公表する監査、保
証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」及び公益社団法人日本監査役協
会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間・配員
計画、報酬見積の相当性などを確認し検討した結果、妥当と判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と
解任の理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人との間で、当該会計監査人の会社法第423条第１項の責任につき、善意で

かつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のい
ずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めておりま
す。なお現在において、当該契約は締結しておりません。
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５．会社の体制および方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社は企業集団における業務の適正を確保するための体制として、2018年11月13日の取締
役会にて、「内部統制（業務の適正を確保するための体制）に関する基本方針」を定める決議を
行っております。なお、当社は2021年６月25日付で監査等委員会設置会社へ移行したことから
内部統制システム構築の基本方針を改定しております。現在その基本方針に基づき内部統制シス
テムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

① 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．取締役・従業員の法令遵守と社会に対する責任の認識を明確にするため、企業行動規範及

び企業倫理規程、その他主要な規制法令に関連する規程を定め、遵守に向けた取り組みを
徹底する。

ｂ．取締役会は、全てのステークホルダーに対する責任を果たすべく、法令、定款及び取締役
会規程等の社内規程に則り、経営戦略等重要事項について決定するとともに業務執行を監
督する。

ｃ．監査等委員会は、内部統制の整備・運用状況を監査し、取締役と定期的に情報及び意見の
交換を行う。

ｄ．リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、部門横断的な法令遵守体制の確立と統括
を図る。

ｅ．監査部門は各部門の業務執行の統制状況、内部統制システムの有効性に対する監査を定期
的に行うとともに、その結果とその後の改善状況を代表取締役社長及び監査等委員会に報
告する。

ｆ．財務報告の適正性及び法令遵守状況等について、各業務執行取締役から、定期的に確認書
の提出を求め、代表取締役社長は財務報告に係る内部統制の評価、報告を行う。

ｇ．内部通報制度の窓口を社内及び社外の双方に設置する。また、その運用に関する規則を定
め、通報を行った者の秘匿性の確保と不利益の防止を図る。

ｈ．反社会的勢力への対応を所管する部署を定め、反社会的勢力に対して常に注意を払うとと
もに、その不当要求に対しては組織的な対応をとって、このような団体・個人とは一切の
関係を持たない。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規

程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及
び「文書取扱規程」等に基づき、定められた期間保存し、取締役が必要に応じて閲覧可能
な状態を維持する。その上で総務人事部長を情報の保存及び管理を監督する責任者とす
る。
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ｂ．情報セキュリティ及び情報管理に関する規程を定め、その種類や重要度に応じて適切に作
成、保管、廃棄する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．業務に係る各種のリスクに対する適切な管理とリスク発生の防止に努めるため「リスク管

理規程」を定め、経営の健全性確保を目指して体制の整備に取り組む。
ｂ．リスク管理委員会にて、当社を取り巻く様々な潜在的リスクを特定し分析したうえで、そ

れらのリスクの特性に応じた対応策を講じるとともに、定期的にその有効性について評価
し、必要に応じて見直しを行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．迅速な意思決定が行えるよう、重畳的な階層を極力排除した組織とする。
ｂ．取締役会並びに各取締役の決裁権限を明確に定め、機動的な意思決定が可能となるよう

に、必要に応じて決裁権限委譲の手続を行う。
ｃ．全社の重要な事項の決定に際しては、各部門の専門的見地からの意見を反映させるため

に、各種委員会を設置して、取締役会並びに各決裁権限者の諮問に対する答申を行う。
ｄ．中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的に検証し、対策を講ずること

を通じて効率的な業務の執行を図る。
ｅ．情報セキュリティが確保されたIT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝

達に資するとともに、業務の効率化を図る。

⑤ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性
に関する事項

ａ．監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会の要求により設置するものとす
る。

ｂ．前号の使用人の人数、人選等については監査等委員会との間で協議のうえ決定する。
ｃ．監査等委員会の職務を補助する使用人は、その職務に従事する間、監査等委員会の指揮・

命令に服する。人事異動、処遇の変更については監査等委員会の同意を要するものとす
る。

⑥ 監査等委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役及び従業員は、当該使用人に対し監査等委員会からの指示の実効性が確保されるよう

に適切に対応する。
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⑦ 取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をし
たことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

ａ．取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行について報告を求められた場合、又は当
社経営に著しく影響を及ぼす重要事項やコンプライアンス違反等の事実が生じた場合に
は、定められた諸規程に則り、速やかに監査等委員会に報告するものとする。

ｂ．前号の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行
うことを禁止し、これを周知徹底する。

ｃ．内部通報制度の通報状況について、通報を行った者の秘匿性を確保したうえで定期的に監
査等委員会へ報告を行う。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査等委員は、重要な会議に出席するとともに、議事録が作成された場合は、その事務局

はこれを監査等委員会に送付する。
ｂ．監査等委員は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人は

説明を求められた場合には、監査等委員に対し詳細に説明する。
ｃ．監査部門又は会計監査人の行う監査の結果とその改善状況は、監査等委員会にも報告され

るものとし、監査等委員会と監査部門又は会計監査人との間で定期的な情報交換を行う。
ｄ．監査等委員の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、一定額の予算を設ける。

監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求に係る費用又
は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理する。

⑨ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．当社に関係会社の所管責任者を設置し、リスクの適切な管理及び経営目標の適正かつ効率

的な達成に取り組むものとする。
ｂ．子会社の取締役等の職務の執行については、関係会社管理規程に基づき、その職務の重要

度に応じ、当社の所管責任者や取締役会への報告を行うものとする。
ｃ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

め、当社の内部監査部が定期的に子会社の監査を行う。

（当該体制の運用状況の概要）
当社における業務の適正を確保するための必要な体制の運用状況は、以下のとおりでありま

す。
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① コンプライアンスの状況
当社の役職員のコンプライアンス意識の向上のため、全役職員を対象として、ｅラーニン

グを活用したインサイダー取引防止に関する研修、情報セキュリティに関する研修、ハラス
メントに関する研修などを行いました。

② リスク管理の状況
リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会を４回開催し、発生したリスク等の報告

を行い、対応や再発防止策について協議いたしました。
③ 取締役の職務執行

取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関す
る重要事項を決定するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督いたしま
した。

④ 監査等委員の職務執行
監査等委員会を26回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職

務執行、法令・定款等の遵守状況について監査いたしました。
⑤ 内部監査の実施について

内部監査部にて、内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に
報告しております。また監査等委員会、会計監査人、内部監査部は互いに連携し定期的に意
見交換を行っております。

（2）株式会社の支配に関する基本方針
当社は現時点では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針

につきましては、特に定めてはおりません。

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、業績推移・財務状況・

今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、配当性向35％を目標として配当を実施し、企業価
値の向上に応じて配当総額を持続的に高めてまいります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。
また、会社法第459条第１項に基づき、期末配当は３月31日、中間配当は９月30日をそれぞ

れ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議をもって行うことができる旨を定款に定めて
おります。
当該方針に基づき第25期事業年度の配当につきましては、１株当たり42.5円としております。
なお、上記配当方針について第26期事業年度より変更し、業績推移・財務状況・今後の事業

展開等を総合的に勘案しながら、配当性向35％を目標に原則として累進配当を実施し、企業価
値の向上に応じて配当総額を持続的に高めていくことといたしました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の新規事業の展開への備えと物件の開発資金として

いくこととしております。
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